
瀬戸市告示第１７号 

瀬戸市こども若者家庭センター条例（令和６年瀬戸市条例第３５号）に

規定する瀬戸市こども若者家庭センターの開庁時間及び閉庁日は、次の表

に掲げるとおりとする。 

令和７年３月１０日 

瀬戸市長 川 本 雅 之  

名称 開庁時間 閉庁日 

瀬戸市こども若者家庭

センター（瀬戸市川端

町１丁目３１番地） 

午前８時３０分から午後５

時１５分まで 

⑴ 日曜日及び土曜  

 日 

⑵ 国民の祝日に関

する法律（昭和２

３年法律第１７８

号）に規定する休

日 

⑶ １２月２９日か

ら翌年の１月３日

までの日（前号に

掲げる日を除く。

） 

瀬戸市こども若者家庭

センター（瀬戸市栄町

４５番地） 

午前９時１５分から午後６

時まで 

⑴ 日曜日及び土曜

日（第１日曜日及

び第３土曜日を除

く。） 

⑵ 国民の祝日に関



する法律に規定す

る休日 

⑶ １２月２８日か

ら翌年の１月４日

までの日（前号に

掲げる日を除く。

） 

 


